
生駒市条例第２７号 

 生駒市都市計画税条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成２９年９月２１日 

生駒市長 小 紫 雅 史 

 

   生駒市都市計画税条例の一部を改正する条例 

 生駒市都市計画税条例（昭和５０年１２月生駒市条例第３２号）の一部を次の

ように改正する。 

 附則第３条の９中「附則第３条の５」を「附則第３条の６」に改め、同条を附

則第３条の１０とする。 

 附則第３条の８中「附則第３条の５」を「附則第３条の６」に改め、同条を附

則第３条の９とする。 

 附則第３条の７中「附則第３条の５」を「附則第３条の６」に改め、同条を附

則第３条の８とする。 

 附則第３条の６を附則第３条の７とし、附則第３条の５を附則第３条の６と

し、附則第３条の４の次に次の１条を加える。 

 （法附則第１５条第４５項の条例で定める割合） 

第３条の５ 法附則第１５条第４５項に規定する市町村の条例で定める割合は、

３分の２とする。 

 附則第８条中「附則第３条の５及び第３条の７」を「附則第３条の６及び第３

条の８」に、「附則第３条の５及び第３条の８」を「附則第３条の６及び第３条

の９」に、「附則第３条の６、第３条の８及び第３条の９」を「附則第３条の

７、第３条の９及び第３条の１０」に、「附則第３条の８」を「附則第３条の９

」に改める。 

   附 則 



 この条例は、公布の日から施行する。 


